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1． 序文 

1.1 ＪＦＳ規格（フードサービス）セクター：Ｇについて 

本ＪＦＳ規格(フードサービス)セクター：Ｇ ※１)は、一般財団法人 食品安全マネジメント協会が作

成した規格であり、組織 ※2）が、安全な料理等を提供するための取組を向上させる目的のために使用す

ることができる。また、その組織の取組を、内部監査者や外部の評価者が検証・評価するためにも使用す

ることができる。 

 

※1）Ｇの記号は、セクターを表す記号であり、ＧＦＳＩ承認要求事項より引用したものである。 

※2）「組織」とは、この規格の要求事項が適用される事業者、団体または個人をいう。   

  本規格では、「組織」は、フードサービス関連の事業者（以下、フードサービス事業者）を指す。 

 

1.2 適用範囲 

本規格は、フードサービスの中で、調理がされる施設が対象である。具体的には、レストラン等飲食店

や給食施設、セントラルキッチン ※３）、仕出し弁当および弁当の製造施設、そうざいなどの中食の製造

施設などが対象となる。要求事項に適合できるフードサービス事業者であれば、どのフードサービス事業

者でも適合証明を取得することができる。 

 

※３） セントラルキッチンでは、ＪＦＳ－Ａ／Ｂ規格（食品の製造）セクター：Ｅで監査、適合証明の

発行となる場合がある。 

 

 

1.3 本規格の構造および特徴     

（特徴１） 

本規格は食品安全マネジメントシステム（フードサービス）：ＦＳＭ-Ｇ及び適正製造規範（フードサー

ビス）：ＧＭＰ-Ｇについては、ＪＦＳ-Ａ規格（食品の製造）セクター：Ｅの規格要求事項を基にフードサ

ービスの組織として必要と考えられる要求事項を設定し、またハザード制御(フードサービス)：ＨＡＣＣ

Ｐ-Ｇについては、 コーデックス委員会が提唱するＨＡＣＣＰ適用のためのガイドラインを弾力的に取り

入れている。 

（特徴２） 

わかりやすく取り組みやすいＨＡＣＣＰを実現できる。 

ＪＦＳ規格（フードサービス）セクター：Ｇは、フードサービス事業者がＨＡＣＣＰに取り組むことが

できるように、ＨＡＣＣＰの弾力的な適用を可能にした。たとえば、ＨＡＣＣＰ手順６，７では調理の工

程にそって危害要因分析ができるようにしている。また、危害要因の特定にあたって一般的に公表されて

いる情報やデータを参照してもよいとし（ＨＡＣＣＰ手順６、７）、日誌を使ったモニタリングの記録（Ｈ

ＡＣＣＰ手順１２）なども認めている。ＪＦＳ-Ａ規格（食品の製造）セクター：Ｅ Ｖｅｒ.２．０を考慮

している。 

（特徴３） 

フードサービスの調理の流れを反映したＨＡＣＣＰである。フードサービスではメニューが多く危害要

因分析が容易ではない。そこで、フードサービスにおける代表的なフローダイアグラムに基づき、「受入」、

「保管・保持」、「下処理」、「加熱・再加熱」、「冷却」、「盛り付け・提供」の各工程において、管理すべきハ

ザードとその管理方法をハザード制御（ＨＡＣＣＰ）に組み込んだ。 



 

２ 

 

（特徴４） 

日本の改正食品衛生法に対応することができる。 

日本は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第 ４６ 号）によって、食品事業者に対

し、食品衛生上の危害発生を防止するために必要な「取り扱う食品の特性に応じた衛生管理」（いわゆる「Ｈ

ＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」）の実施を義務付けている（食品衛生法第 ５０ 条の ２ 第 ２ 

項）。 

ＪＦＳ規格(フードサービス)セクター：Ｇの要求事項は、この「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生

管理」に対応できるように構成されている。ＪＦＳ規格(フードサービス)セクター：Ｇに基づいて適切に

食品安全管理を実施していくことによって、保健所の食品衛生監視員にも自分たちの取り組みを説明しや

すくなる。 

 

 

1.3 要求事項の適用除外について 

要求事項は原則として適用されなければならないが、企業規模や業態等に起因する理由により適用されない場

合は、適用しない事項及び適用しなくても食品安全が問題なく維持されることについて、説明をしなければならな

い。 

 

 

1.5  チェックリストについて 

要求事項に照らし合わせて組織が実行できているかどうかを監査して記録（適合していない点、不十分な点、で

きている点等を記述）できる監査チェックリストを別途用意している。 

 

 

1.6 要求事項の項番 

要求事項の項番は、ＧＦＳＩが示しているベンチマーク要求事項Ｖｅｒ.７．２（フードサービスセクター：Ｇ）の要求

事項に合わせているため、番号が飛んでいる。 
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1.7 JFS（食品安全マネジメント）規格セクター 一覧 

 

JFS（食品安全マネジメント）規格では下記のセクター分類を適用する。 

 

セクター サブセクター セクター ／ サブセクター名 

A 
AI 肉・乳・タマゴ・蜜用動物の生産 

AII 魚介類の生産 

B 
BI 植物の生産（穀類、豆類を除く） 

BII 穀類、豆類の生産 

C - 動物の処理 

D - 植物性食品、ナッツ類、穀類の前処理 

E 

EI 腐敗しやすい動物性製品の加工 

EII 腐敗しやすい植物性製品の加工 

EIII 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品） 

EIV 常温保存製品の加工 

F - 飼料の製造 

G - フードサービス 

H - リテール・卸売 

I - 食品安全サービスの提供 

J - 保管及び輸送サービスの提供 

K - 食品及び飼料の加工装置の製造 

L - 
化学製品（生化学製品を含む）の製造（添加物、ビタミン、ミネラル、

培養物、香料、酵素、加工助剤） 

M - 食品及び飼料の容器包装の製造 

N - 食品ブローカー／代理店 



 

４ 

 

要求事項 

Ⅰ 食品安全マネジメントシステム(フードサービス)：ＦＳＭ-Ｇ 

番号 要求項目 要求内容 

FSM-Ｇ ２ 

 

食品安全の方

針 

経営者  経営者は、その組織として提供する料理等の安全性を確保することを

明白かつ、簡潔に文書にした食品安全の方針を持たなければならな

い。 

FSM-Ｇ 4 経営者の責任 経営者は、食品安全に関する指示・報告・相談の連絡体制を構築して

おかなければならない。 経営者は、食品安全管理に責任を持つ者と

して食品安全責任者を決めなければならない。 また、食品安全に影

響を及ぼす可能性のある者のそれぞれの役割を明確にしなければな

らない。 

FSM-Ｇ 7 資源の管理 経営者は、組織の食品安全を確保するための取組（本規格における

ハザード制御（フードサービス）：HACCP-Ｇ及び適正製造規範（フード

サービス）：GMP-Ｇを実施するために必要となる経営資源（ヒト・モノ・

カネ）を確保しなければならない。 

FSM-Ｇ 8 文書及び記録

の管理 

必要に応じて、食品安全を確保するための工程管理と効果的な運営

を証明するための文書をいつでも参照できるように保管し、更新するた

めの手順を作り、運用しなければならない。 

食品安全管理の実施を証明するために必要と定めた記録をとり、適切

に保管しなければならない。 

FSM-Ｇ 10 業務手順 食品安全に影響するすべての工程及び業務運用について、適正製造

規範（フードサービス）：GMP-G とハザード制御（フードサービス）：

HACCP-G に関する作業手順と指示を定め、実施しなければならな

い。 

FSM-Ｇ 13 不適合への対

応 

原材料（容器包装資材を含む）、仕掛品、手直し品及び提供する料理

等について、安全性に問題が生じる可能性があるものは使わず、提供

しないための手順を定め、それを実施していなければならない。 

FSM-Ｇ 16 苦情への対応 食品安全の取り組みの抜けや漏れを発見し、是正し、管理していくた

め、消費者からの苦情および苦情データを収集、解析し、システムの

改善につなげる仕組みを構築し、実施、維持しなければならない。 

FSM-Ｇ 17 重大事故管理 事故対応マニュアル※を策定し、事故が起きた場合にはそれに基づい

て適切な対応を行い、また当該マニュアルは常に有効であるよう維持

しなければならない。このマニュアルには、必要に応じて、メニューの

修正や休店の方法も記述する。 

※食品安全に関わる問題が生じた時に、問題を拡大させないための

適切な対応、管理を行うためのマニュアル 

FSM-Ｇ 22 トレーサビリテ

ィ 

組織は仕組みの見直しや評価、苦情発生時の原因追跡などができる

よう、レシート、当日のメニュー、シフト表等の保管により、提供した料

理等から使用した原材料及び従事した食品取扱者が特定できる手順

を定め、管理しなければならない。 

FSM-Ｇ 29 消費者への情

報提供  

消費者が料理等の安全性に関する情報を認識できるように、メニュー

または表示、口頭説明にて情報提供を行わなければならない。また、

正しい食品安全に関する情報を表示または、添付、説明するための手

順を定め、実施しなければならない。 
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Ⅱ ハザード制御（フードサービス）：HACCP-Ｇ 

番号 項番 要求事項 

HACCP-Ｇ  

手順 1 

HACCP チー

ム (食品安全

チーム )の編

成 

一定の力量を持つ要員により HACCP チーム（食品安全チーム）を

編成しなければならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 2 

料理の特徴

の確認 

提供する料理等や調理工程の設計の際には、関連する安全要件を

考慮しなければならない。その中には、ハザード分析に必要な情報

を確認できなければならない。料理ごと、あるいは料理のグループご

とにこの特徴は定められていなければならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 3 

料理の提供

方法の確認 

特別な配慮を要する料理等の提供方法、配慮を必要とする消費者

がある場合には、明確にしなければならない。 

 

HACCP-Ｇ  

手順 4 

フローダイア

グラム（工程

図）の作成 

フローダイアグラム（工程図）を作図しなければならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 5 

フローダイア

グラムの現場

での確認 

フローダイアグラム（工程図）が現場と合っているかどうか確認をしな

ければならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 6・7 

(原則 1・2） 

危害要因の

分析と重要な

危害要因の

管理方法 

原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こ

す重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定

し、これを管理する方法（どこで何を実施するか）を決めなければな

らない。その際には次の 6 つの工程および、これを管理する方法）を

少なくとも考慮に入れなければならない。 

危害要因としては、生物、化学物質（アレルゲンを含む）、硬質異物

を検討しなければならない。 

 

 HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-1 

受入 外部から調達する原材料、資材およびサービスのうち、食品安全に

影響するものすべてが必ず組織が要求する事項に適合するよう、受

入に関する手順を定め、実施しなければならない。 

  
HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-2 

保管・保持 原材料、仕掛品及び料理の保管・保持にあたり、食品安全上のリス

クを最小化する温度管理の仕組みや交差汚染防止の仕組みを確立

しなければならない。 

  
HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-3 

下処理 原材料が適切な状態であるか、使用前に確認する手順を定めなけ

ればならない。  

原材料の取扱いにおいて、料理および使用方法に応じた管理の仕

組みを確立しなければならない。食品を解凍する場合には、安全に

解凍する仕組みを確立しなければならない。 

   
HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-4 

加熱・再加熱 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しな

ければならない。味・風味のための加熱の場合には、生で食べるも

のと同じ管理を行わなければならない。  

また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならな

い。   
HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-5 

冷却 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速

かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 



 

６ 

 

 
HACCP-

Ｇ  

手順 

6・7-6 

盛り付け・提

供 

料理等の盛り付け・提供にあたり、料理等を安全に提供するための

仕組みを確立しなければならない。  

セルフサービス等の陳列販売を行う場合には、料理等の温度管理

及び提供時間など、食品安全の確保に必要な手順を決定しなけれ

ばならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 8・9 

（原則 3・4） 

管理基準とモ

ニタリング方

法の設定 

重要な危害要因の管理ができているかどうかを判断する基準（管理

基準又は許容限界という。）を定め、実施できているかどうかを確認

する方法を決めなければならない。 

 

HACCP-Ｇ  

手順 10 

（原則 5） 

是正処置（改

善措置）の設

定 

管理基準を逸脱したものがあった場合に、どういう対応を行うのか

（是正処置（改善措置ともいう。））を決めなければならない。 

HACCP-Ｇ  

手順 11 

（原則 6） 

検証手順の

設定 

重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われている

かの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順（検証手

順）を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。  

HACCP-Ｇ  

手順 12 

（原則 7） 

記録の保持 重要な危害要因の管理の実施、是正処置（改善措置）の実施、検証

の実施と修正については、実施の記録（日誌を含む）をとり、一定期

間保持しなければならない。 
 

 

Ⅲ 適正製造規範（フードサービス）（GＭP-Ｇ） 

番号 要求項目 要求内容 

GＭP-Ｇ 3 施設の設計、

施工、管理 

食品取扱い区域は、外部環境、内部環境及び調理工程から生じる汚

染のリスクを制御できるように設計し、維持しなければならない。 

 

GＭP-Ｇ 5 装置・器具の

管理 

装置・器具は、意図した用途に適うように設計され、食品安全上のリ

スクを最小化するように使用され、維持・管理されていなければなら

ない。 

GＭP-Ｇ 6 保守 料理の安全上必要な設備を計画的に保守する仕組みを確立しなけ

ればならない。 

GＭP-Ｇ 7 従業員用の施

設 

従業員用の施設はアレルゲンを含めた食品安全のリスクを最小限に

抑えるように設計され、運用されなければならない。 

GＭP-Ｇ 8 汚染リスクの

特定・管理 

原材料の受入から料理の提供までの、料理に影響を及ぼす可能性の

ある生物、化学物質（アレルゲンを含む）及び硬質異物の汚染リスクを

洗い出さなければならない。その上で、必要な汚染リスクの管理方法・

手順・基準等を設定しなければならない。 

GＭP-Ｇ 9 交差汚染対策 原材料（容器包装資材を含む）、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及

び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。汚染源とし

て、生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しな

ければならない。 

GＭP-Ｇ 11 原料・仕掛品・

料理・資材な

どの保管管理 

原材料（容器包装資材を含む）、仕掛品、手直し品及び料理が決めら

れた順序及び環境で指定期間内に使用されるための仕組みを確立

しなければならない。 

GＭP-Ｇ 12 清掃・洗浄・殺

菌消毒プログ

ラム 

全工程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒

手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維

持しなければならない。また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図し

た目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 

 



 

７ 

 

GＭP-Ｇ 13 使用水及び空

気（圧縮空気・

ガスを含む）

の管理 

食品に使用する水(蒸気と氷を含む)は、用途によって要求する水質

基準を定め、定期的にモニタリングし、記録しなければならない。 

水を取り扱う施設、器具、及び取扱い方法は、汚染を防止できるもの

でなければならない。 

調理場の空気や使用するガス・蒸気が食品を汚染しないように、微

生物対策や臭気及び化学物質対策などの基準を定めて管理する。 

 

GＭP-Ｇ 14 廃棄物の管理 廃棄物を分別し、収集し、処分するための適切な手順を定めなけれ

ばならない。 

廃棄物の置き場所や容器は、有害生物の誘引や、有害生物の発生

を防ぐように管理しなければならない。 

廃棄物の動線は、食品に交差汚染をもたらさないように設定しなけれ

ばならない。 

GＭP-Ｇ 15 有害生物防除 昆虫、ネズミ、鳥などの有害生物が敷地及び施設内に侵入するリス

クを最小限にするための管理（調査・対策）を実施しなければならな

い。 

薬剤を使用する場合は、食品に影響を及ぼさないよう取扱いの手順

を定めなければならない。 

GＭP-Ｇ 17 食品取扱者等

の衛生及び健

康管理 

食品取扱者についての適切な衛生基準を定め、実施しなければならな

い。 

その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履

物のルール、調理場への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入

対策を含めなければならない。 

 

GＭP-Ｇ 18 教育・訓練 食品取扱者全員がそれぞれの業務に応じて、食品安全の確保及び

実務に関する十分な教育・訓練を受けるよう、責任及び権限に応じた

教育訓練プログラム（内容、実施時期、方法、頻度等）を定め、その

実施は記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８ 

 

付属書 

●用語の定義  

 用  語 関連項番 定  義 

1.  セクター、サブセクター 

（Sector, sub-sector） 

 

 

適合証明の対象とする範囲。 

2.  危害要因 

（hazard） 

HACCP-G

手順 6･7 

 

健康への悪影響をもたらす可能性がある、食品中の生物学的、化

学的及び物理的物質、または食品の状態。 

（コーデックス委員会 食品衛生の一般的原則の規範から引用） 

3.  許容限界 

（critical limit） 

HACCP-G

手順 8･9 

 

許容可能と不可能とを分ける測定可能な値。 

注記：重要な危害要因が管理されているかどうかを決定するために

確立される。許容限界を超えた場合、または許容限界に違反した

場合、影響を受ける製品は安全でない可能性があるものとみなさ

れる。 

 

4.  記録 

(record) 

FSM-G 8 

HACCP-G

手順 12 

GMP-G 13 

GMP-G 18 

達成した結果を記述した、または実施した活動の証拠を提供する

文書。 

注記 1：記録は、例えば、次のために使用されることがある。 

－ トレーサビリティを正式なものにする。 

－ 検証、是正処置（改善措置）の証拠を提供する。 

注記 2 通常、記録の改訂管理を行う必要はない。 

 

5.  検証 

（verification） 

HACCP-G

手順 11 

 

客観的証拠を提示することによって、規定要求事項が満たされて

いることを確認すること。 

注記 1：検証のために必要な客観的証拠は、検査の結果、または

別法による計算の実施若しくは文書のレビューのような他の形の確

定の結果であることがある。 

注記 2：検証のために行われる活動は、適格性プロセスと呼ばれる

ことがある。 

注記 3：“検証済み”という言葉は、検証が済んでいる状態を示すた

めに用いられる。 

（ISO 22000：2018 3.45 の定義から引用） 

6.  原材料 

(raw materials and 

ingredients） 

FSM-G 13 

HACCP-G 

手順 6・7 

GMP-G 8 

GMP-G 9 

GMP-G 11 

原材料とは、通常製品の一部に使用される物を示す。なお、原材

料には、容器包装資材や水も含まれる。 

 

7.  食品取扱者 

（personnel） 

GMP-G 17 

GMP-G 18 

組織の中で働く非常勤や請負事業者、派遣社員の人も含む、食品

安全に関わる業務に携わる人員すべて。 

8.  重大事故 

（serious incident） 

FSM-G 17 

 

食品安全に影響を与える可能性がある食品事故。食品安全に影

響を及ぼさないが品質には影響を与える可能性がある事故は含ま

ない。 



 

９ 

 

 用  語 関連項番 定  義 

9.  食品 

（food） 

 

 

人の消費を意図して加工されあるいは半加工されまたは素材

のまま提供される物質。 

注記：飲料、ガム及び食品の製造・調製・処理に用いられ、提

供されるすべての物質を含む。ただし、化粧品、タバコ、及び

薬のみに使用される物質は含まない。 

（ISO 22000：2018 3.18 の定義から引用） 

10.  是正処置 

（corrective action） 

HACCP-G

手順 10 

不適合の原因を除去し、再発を防止するための処置。 

注記 不適合には、複数の原因がある場合がある。 

（ISO 22000：2018 3.10 の定義から引用） 

11.  経営者 

（top management） 

FSM-G 2 

FSM-G 4 

FSM-G 7 

最高位で組織を指揮し、管理する個人またはグループ。 

注記 1：経営者は、組織内で、権限を委譲し、資源を提供する力を

もっている。 

注記 2：マネジメントシステムの適用範囲が組織の一部だけの場

合、経営者とは、組織内のその一部を指揮し、管理する人をいう。 

（ISO 22000：2018 3.41 の定義から引用。 

12.  フローダイアグラム 

（flow diagram） 

HACCP-G

手順 4 

HACCP-G

手順 5 

特定された製品の作業の全ての段階の順序及び相互関係を含め

て作図されたもの。 

（ISO 22000：2018 3.17 の定義から引用） 

13.  文書 

（document） 

FSM-G 8 

 

情報及びそれが含まれている媒体。 

例 記録、仕様書、手順を記した文書、図面、報告書、規格 

注記：媒体としては、紙、磁気、電子式若しくは光学式コンピュータ

ディスク、写真若しくはマスターサンプル、またはこれらの組合せが

あり得る。 

（ISO 22000：2018 3.13 の定義から引用。 

14.  不適合 

（nonconformities） 

FSM-G 13 

 

要求事項を満たしていないこと。 

（ISO 22000：2018 3.28 の定義から引用） 

15.  モニタリング 

（monitoring） 

HACCP-G

手順 8・9 

食品安全を管理するための処置が意図した通りに動作しているか

どうかを判定するために、計画された一連の観察または測定を実

施すること。 

（ISO 22000：2018 3.27 を参考） 

16.  容器包装資材 

（packaging materials） 

FSM-G 13 

GMP-G 9 

GMP-G 11 

食品を包装する資材もしくは料理を提供するために使用される資

材で、陶磁器、プラスチック、木、紙、金属製容器など。 

 

 

以上 

 


